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第１欄・第４欄 

第１欄は，相続による所有権の移転の登記，抵当

権の合併による移転の登記および登記の抹消につい

ての論点でした。 

 甲土地については数次にわたって相続が開始した

後，遺産分割がされ，最終的にＤとＦが取得するも

のとなりますが，中間の相続が単独相続ではありま

せんので，ＣＤへの相続登記，Ｆへの相続登記を各

別に申請するものとなります。１件の申請でＤＦ名

義とする登記をしてしまった方は，権利変動の流れ

を確認してみてください。また，本問では法定相続

の登記がされる前に遺産分割協議が成立しています

ので，直ちに協議後の内容で登記をすることができ

ます。ＢＣＤ（またはＣＤ）の名義とする相続登記

をした上で，遺産分割を登記原因として，Ｆへの持

分の移転の登記をしている答案が多少ありました。

この場合，Ｆは前件の相続による登記の名義人とは

なっておらず，Ｆに対して遺産分割を登記原因とす

る移転の登記はできないという点も重要な論点とな

ります。 

 合併による抵当権の移転の登記，弁済による抵当

権の登記の抹消については，合併による抵当権の移

転の登記を申請していなかった方が意外と多かった

です。本問では弁済「前」に抵当権者に合併が生じ

ており，被担保債権（と抵当権）は承継会社である

株式会社Ｙファイナンスに帰属した後に弁済により

消滅していますので，前提として合併による移転の

登記が必要となります。択一式でもよく問われてい

る論点ですので，前提としての登記の要否の判断に

ついてはしっかり確認をしておいてください。 

第２欄・第３欄 

第２欄は，売買による所有権の移転の登記，抵当

権の設定の登記についての論点でした。  

 乙建物の売買による所有権の移転の登記は，比較

的よくできていました。ただし，第２欄の当該売買

による所有権の移転の登記の添付情報の論点に関し

ては，理由に関して減点が目立ちました。本問では，

令和４年５月２日にＧが預託した添付情報を使用し

て登記ができるかについての検討を要するものであ

り，印鑑証明書についての有効期間が論点となりま

す。理由についてはその点について触れてください。

また，登記権利者となる株式会社Ｄ工務店について，

所有権の移転の登記をした上で住所の変更の登記を

している方も意外と多かったです。登記権利者の氏

名や住所が登記の申請前に変更しているときは，変

更後の表示をもって登記を受けることが可能です。 

 抵当権の設定の登記については，各別の申請情報

で登記を申請している方がほとんどでした。本問で

は甲土地について抵当権の設定の契約がされた後，

その登記を申請する前に乙建物に抵当権が追加設定

され，その後に登記の申請の依頼がされています（申

請日が同じ日になる）ので，１件の申請で抵当権の

設定の登記をすることができるものとなります。ま

た，登記義務者（設定者）が異なるときでも，同一

の債権を担保する抵当権の設定の登記ですので，１

件で申請することができます。１件で申請すること

ができるか否かの判断は申請件数に影響する重要な

論点です。その可否の判断と，１件で申請する場合

の登記手続について，いまのうちにしっかり復習を

しておいてください。また，抵当権の登記事項につ

いて，取扱店の記載がされていない答案がほとんど

でした。別紙の内容の見落としは大きな減点につな

がるときもありますので，注意をしてください。 
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◆全般的に 

 新年度最初の記述式になります。本問では，間違

いやすい登記事項と書き忘れやすい添付書面を中心

に出題しました。 

 その他利益剰余金を2660万円減少し，その全額に

ついて資本金の額を増加する決議がありました。解

説にも記載しましたが， 

・「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の総

称が「剰余金」であり， 

・「利益剰余金」には「利益準備金」と「その他利益

剰余金」が含まれます。 

 今回の決議で資本金の額に組み入れるとしたもの

は「その他利益剰余金」であり，「利益剰余金」では

ありません（つまり，利益準備金は組み入れません。

「準備金」と「剰余金」は全く異なるものです）。登

記の事由欄に，株主総会の議事録にあるとおりに記

載すれば間違えませんが，ここを「利益剰余金の資

本組入れ」としている答案がありました。「資本金の

額の変更」とする記載と同様に減点しています。 

 「登記申請書の添付書面のうち，就任承諾書につ

いては，資格及び氏名又は名称を特定して，記載す

るものとする。」という注意事項に従っていない答案

もありました。 

 存続期間が登記事項であることを忘れている答案

は例年多いので，ここは気を付けてください。登記

原因は「設定」です。 

 第２欄で会計監査人２名のみなし再任を書き忘れ

た答案は多かったです。これを書けたとしても，添

付書面で監査法人の登記事項証明書と公認会計士で

あることを証する書面を書き忘れてしまったという

答案も目につきました。 

◆第１欄 

 商業登記規則では，資本金の額の増加による変更

の登記については全て資本金の額が会社法及び会社

計算規則の規定に従って計上されたことを証する書

面を添付するものと規定されていますが（商登規§

61Ⅸ），別途商業登記法で同種の書面を添付すべき旨

が規定されている場合（商登§69等）には，商業登

記規則61条９項の書面の添付は不要です。本問はち

ょうどこれに該当します。添付書面欄にこれら二種

の書面のいずれも記載している答案もあり，商業登

記規則61条９項の書面のみを記載している答案が多

かったです。 

◆第２欄 

 会計監査人が再任されたものとみなされた場合の

重任の登記の申請書には，会計監査人が就任を承諾

したことを証する書面や定款の添付は不要とされて

います。一方で，会計監査人が監査法人であるとき

は登記事項証明書の添付が必要ですし，法人以外の

会計監査人であるときは，公認会計士であることを

証する書面の添付が必要となります。 

 株券を発行する旨の定めの設定の登記は， 

「令和４年６月23日次のとおり設定 

  株券を発行する旨の定め 

  当会社の株式については，株券を発行する。」 

と，これを全て記載してようやく登記すべき事項が

完成します。「設定」とせず「変更」としているもの

も多くありましたし，「株券を発行する旨の定めは令

和３年６月23日設定」で終わっている答案や，「令和

３年６月23日次のとおり設定 当会社の株式につい

ては，株券を発行する。」と何の登記なのかが抜けて

しまっているものもありました。 

同様に， 

「令和４年６月23日次のとおり設定 

非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限

に関する規定 

   （・・以下，省略します）」 

となります。何の登記なのかを登記事項のタイトル

のようなものとして記載する必要がありますので，

解答例を見て正確におぼえておいてください。 


